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 こども性暴力防止法施行ガイドラインについて 

 

 

このことについて、こども家庭庁から別添のとおり依頼がありましたので、お知らせし

ます。 

 各事業所等におかれましては、令和８年 12 月に予定されている標記法律の施行に向

けて、別添の資料及びこども家庭庁のウェブサイト等をご確認いただき、制度の趣旨・

概要についてご理解いただくようお願いします。 

 

※参考：こども性暴力防止法に関する各種資料の掲載先 （こども家庭庁ウェブサイト） 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 
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